
は

じ

め

に

近
年
、
大
名
の
本
家
・
分
家
関
係
の
研
究
の
蓄
積
が
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
ま
で

の
研
究
は
、
本
家
が
分
家
を
い
か
に
従
属
さ
せ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
し
よ
う
と

し
て
い
た
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
特
徴
で
あ

（
�
）
る
。筆

者
は
以
前
に
、
岡
山
池
田
家
と
そ
の
分
家
で
あ
る
鴨
方
・
生
坂
両
池
田
家
の

関
係
を
考
察
し
た
。
両
分
家
は
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）、
岡
山
藩
主
池
田
光

政
が
嫡
男
綱
政
に
家
督
を
譲
っ
た
際
に
、
光
政
の
庶
子
政
言
と
輝
録
に
分
知
が
認

め
ら
れ
て
、
成
立
し
た
家
で
あ
る
。
三
家
の
関
係
を
検
討
し
た
結
果
、
①
岡
山
池

田
家
つ
ま
り
本
家
側
で
は
、
朱
印
状
の
交
付
の
有
無
に
関
係
な
く
、
分
家
領
を
自

ら
の
領
地
同
様
に
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。
②
分
家
は
本
家
か
ら
み
れ
ば

家
臣
同
様
で
あ
り
、
分
家
側
も
本
家
の
援
助
な
し
に
は
な
り
た
た
な
い
こ
と
を
自

覚
し
て
い
た
こ
と
。
そ
の
一
方
で
、
③
分
家
側
が
本
家
領
内
で
行
動
す
る
事
例
が

確
認
で
き
、
本
家
・
分
家
の
領
地
の
垣
根
を
超
え
た
行
動
が
確
認
で
き
る
こ
と
を

（
�
）

指
摘
し
た
。

本
稿
は
そ
の
続
き
と
し
て
、
鴨
方
池
田
家
が
本
家
で
あ
る
岡
山
池
田
家
に
果
た

し
た
役
割
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

分
家
が
本
家
に
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
、
野
口
朋
隆
氏
の
先
行
研
究
が
あ

る
。
氏
は
、
本
家
が
分
家
を
創
設
す
る
意
義
と
し
て
、
①
血
統
・
家
の
維
持
、
②

重
臣
対
策
、
③
庶
兄
対
策
、
④
幕
府
へ
の
出
仕
や
奉
公
、
⑤
本
家
の
後
見
や
名

（
�
）

代
、
⑥
「
証
人
（
人
質
）」
と
し
て
参
府
、
⑦
愛
情
に
よ
る
分
知
、
を
あ
げ
る
。

ま
た
、
氏
は
佐
賀
藩
鍋
島
家
の
検
討
を
行
い
、
鍋
島
家
の
分
家
大
名
で
あ
る

「
三
家
」
の
近
世
初
期
の
江
戸
表
で
の
活
動
と
し
て
、
①
幕
府
と
の
交
渉
、
②
国

（
�
）

許
へ
の
情
報
伝
達
、
③
本
家
の
名
代
（
後
見
）
を
あ
げ
る
。
野
口
氏
の
こ
れ
ら
の

研
究
成
果
は
、
全
体
と
し
て
近
世
初
頭
を
中
心
と
し
て
お
り
、
近
世
を
通
し
て
分

家
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
は
、
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
家
と
分
家
の
関
係
を
考
察
す
る
際
に
は
、
①
一
家
の
本
家
と
分

家
の
関
係
を
深
く
掘
り
下
げ
て
検
討
す
る
。
②
複
数
の
家
を
素
材
に
し
て
比
較
対

照
を
行
う
、
と
い
う
二
つ
の
手
法
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
有
効
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
う
ち
、「
分
家
が
本
家
に
果
た
し
た
役
割
」
と
い
う
視
点
か
ら
言
え
ば
、
現

在
の
と
こ
ろ
①
に
つ
い
て
は
ま
だ
低
調
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
本
家
・
分
家

分
家
大
名
が
本
家
大
名
に
果
た
し
た
役
割

│
│
鴨
方
池
田
家
池
田
政
倚
を
事
例
に
│
│

藤

尾

隆

志

―４ ―



政
晴
【
生
坂
池
田
家
】

輝
廉

輝
録

政
香
【
鴨
方
池
田
家
】

政
方
軌
明
輝
言

政
倚

政
言

政
純

宗
政
【
岡
山
池
田
家
】

継
政

軌
明
（
政
倚
養
子
へ
。
後
岡
山
藩
へ
戻
る
）

輝
言
（
政
倚
養
子
へ
。
後
岡
山
藩
へ
戻
る
）

政
順

政
晴
（
輝
録
養
子
へ
）

軌
隆
吉
政

綱
政

光
政

□

輝
政

政
方
（
政
倚
養
子
へ
）

由
道

政
純
【
岡
山
藩
家
臣
天
城
池
田
家
】

由
勝

由
孝

（
二
代
略
）

元
助

恒
興

（
之
助
）

関
係
の
考
察
と
い
え
ば
、
本
家
と
分
家
の
対
立
と
い
っ
た
よ
う
な
、
あ
る
特
定
の

事
象
を
素
材
に
し
て
、
検
証
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う

な
「
非
常
時
」
だ
か
ら
こ
そ
、
両
者
の
関
係
が
鮮
明
に
み
え
て
く
る
こ
と
は
多

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
本
家
と
分
家
の
「
平
時
」
の
関
係
を
丹
念
に
追
う

必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
岡
山
池
田
家
と
鴨
方

池
田
家
の
交
流
を
通
し
て
の
「
平
時
」
と
、
本
家
・
分
家
そ
れ
ぞ
れ
の
家
督
相
続

問
題
を
め
ぐ
る
「
非
常
時
」
の
両
面
を
と
ら
え
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
、

分
家
側
が
本
家
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
、
ま
た
は
本
家
か
ら

ど
の
よ
う
な
役
割
を
求
め
ら
れ
た
か
、
を
検
討
す
る
機
会
と
し
た
い
。
具
体
的
に

は
鴨
方
池
田
家
二
代
目
の
政
倚
を
素
材
と
し
て
検
討
を
進
め
た
い
。

池
田
政
倚
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）、
鴨
方
池
田
家
初
代
政
言
の
嫡
男
と
し

て
誕
生
し
、
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
に
父
の
死
去
に
伴
い
家
督
を
相
続
し

た
。
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）、
養
子
政
方
に
家
督
を
譲
り
、
延
享
四
年
（
一
七

四
七
）
に
死
去
し
た
。
政
倚
に
注
目
す
る
の
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
る
。
彼
が
当

主
だ
っ
た
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）、
鴨
方
藩
は
岡
山
藩
と
は
別
財
政
と
な
り
、

鴨
方
領
内
の
役
人
は
鴨
方
藩
士
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
鴨
方

（
�
）

藩
は
岡
山
藩
か
ら
独
立
し
た
形
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
こ
の
後
も
岡

山
藩
の
援
助
な
し
に
成
り
立
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
政
倚
の
時
代
に
鴨
方
藩

の
基
礎
は
確
立
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
政
倚
と
本
家
藩
主
の
関
係
を
検
討

す
る
こ
と
は
、
近
世
を
通
し
た
鴨
方
池
田
家
と
岡
山
池
田
家
の
関
係
を
知
る
有
効

な
手
段
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

一
『
日
次
記
』
か
ら
み
た
岡
山
池
田
家
と
鴨
方
池
田
家
の
関
係

ま
ず
は
、「
平
時
」
の
鴨
方
池
田
家
の
果
た
し
た

役
割
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
表
は
、
宝
永
四
年

の
岡
山
藩
側
の
日
記
を
も
と
に
、
政
倚
が
岡
山
城
や

江
戸
の
岡
山
藩
邸
な
ど
を
訪
れ
た
日
に
ち
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
政
倚
が
訪
れ
る
目
的
は
多
岐
に
わ

た
る
が
、
こ
こ
で
は
（
１
）
年
頭
儀
式
（
２
）
宗
廟

に
お
け
る
祭
礼
（
３
）
東
照
宮
祭
礼
（
４
）
綱
政
と

政
倚
の
交
流
（
５
）
鴨
方
池
田
家
の
吉
事
（
６
）
岡

山
藩
と
幕
府
・
諸
大
名
、
に
注
目
し
て
検
証
し
て
い

（
�
）

く
こ
と
に
し
よ
う
。

【
池
田
家
家
系
図
】
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表 宝永 4年より、池田政倚の岡山藩内での活動一覧

月 日（内容） 備考

1

1（年頭儀式として綱政に挨拶）、3（対面）、9（能を舞う）、12（具足飾り）、15（対
面）、16（対面）、18（対面）、23（松平土佐守・三浦備後守御出、能を舞う）、24
（料理差上げの御礼。面会せず）、27（政倚・輝録より年始の御料理差上げ）、28（対
面）

2
1（能を舞う）、4（対面、能見物）、10（対面）、11（能見物）、15（対面）、16（綱政
70歳の御賀）、18（歌舞伎見物、対面）、21（能見物）、28（対面）

4日、政倚、幕
府より仙洞使い
の御馳走役仰せ
つけられる

3
1（対面）、11（対面し、院使が江戸を出立して、御馳走役を首尾よく勤めた旨を申
し上げる）、15（対面）、21（能見物）、28（対面）、29（能を舞う）

4

1（対話）、3（能見物）、6（能を舞う）、7（対面し、綱政と江戸城へ登城。幕府より
池田政順の縁組について許可をうける）、12（対面。幕府上使を迎える）、13（対
面）、14（対面）、15（対面）、16（能見物）、17（対面）、18（政順縁組内悦の料理を
受ける）

18 日、政倚が
参勤交代で岡山
へ出立。28日、
綱政が参勤交代
で岡山へ出立

5
15（綱政、岡山藩領内の牛窓に着船。川口まで御迎え。綱政が岡山帰城後に対面）、
16（対面）、22（廟参）、28（対面）

6
1（対面）、3（綱政と相伴にて朝食、能を舞う）、10（能を舞う）、13（対面）、15
（対面）、16（能を舞う）、18（能を舞う）、25（対面）、28（対面）

7
1（廟参の名代。対面）、3（対面）、4（対面）、5（能を舞う）、7（対面）、10（対
面）、14（対面）、15（対面）、18（対面）、21（対面。能を舞う）、22（対面）、25
（対面）、26（能を舞う）

8
1（綱政の廟参名代。対面）、6（対面）、10（対面）、13（能を舞う）、15（対面）、18
（能見物）、23（能を舞う）、26（対面）、27（宗廟の中秋御時祭で綱政の名代を勤め
る）、28（能を舞う）

9
1（対面）、2（能を舞う）、5（能を舞う）、8（対面）、9（対面）、13（対面）、15（対
面）、17（東照宮祭礼に参加）、18（能を舞う）、21（能を舞う）、23（能を舞う）、25
（対面）、29（対面。国清寺での法事に参加）

10
1（廟参名代。対面）、2（能を舞う）、3（能を舞う）、4（能見物）、8（対面）、10
（対面）、14（対面）、15（対面）、18（対面）、21（対面）、25（対面）、28（対面）

11
1（廟参名代。対面）、4（対面）、7（対面）、10（能を舞う）、13（能を舞う）、15
（対面）、16（能を舞う）、19（対面。能を舞う）、21（綱政の御膳の相伴）、26（能を
舞う）、28～30（綱政が体調不良により御機嫌伺いの登城。面会はせず）

12
1（廟参名代。対面）、3（対面）、5（能見物）、9（能を舞う）、12（対面）、14（能を
舞う）、15（廟参名代。対面）、18（能を舞う）、21（能見物）、25（能を舞う）、27
（対面）、28（対面）、30（廟参名代。対面）

※対面はすべて綱政とのもの
神原邦男編『岡山藩主池田綱政の日記』（宝永四年）より作成
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（
１
）
年
頭
儀
式

ま
ず
は
、
岡
山
で
の
様
子
を
み
て
い
こ
う
。
岡
山
で
の
年
頭
儀
式
は
、
城
内
に

あ
る
招
雲
閣
で
行
わ
れ
る
。
家
臣
団
が
御
礼
を
す
る
前
に
親
類
（
分
家
含
）
が
藩

主
に
面
会
し
て
、
献
上
物
が
渡
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
元
禄
一
七
年
（＝

宝
永
元
、

（
�
）

一
七
〇
四
）
一
月
一
日
の
様
子
を
と
り
あ
げ
る
。

（
マ
マ
）

一
、
正
月
朔
日
卯
刻
御
表
江
御
出
、
御
廟
参
、
御
直
垂
、
招
雲
客
御
床
忠
孝
御

掛
物
御
拝
、

（
政
倚
）

（
軌
隆
）

（
政
順
）

一
、
招
雲
閣
、
内
匠
殿
、
主
膳
様
、
正
千
代
様
御
礼
、
御
太
刀
目
録
、
日
置
猪

（
輝
録
）

（
輝
廉
）

右
衛
門
披
露
、
長
上
下
也
、
御
取
次
役
納
之
、
丹
州
殿
、
大
隅
守
殿
御
名
代

之
御
使
者
御
目
見
、
御
太
刀
目
録
披
露
納
メ
、
右
同
断
、
内
匠
搬
、
主
膳

様
、
正
千
代
様
御
出
座
（
中
略
）

一
、
招
雲
閣
へ
御
出
、
年
寄
中
、
小
仕
置
、
稲
川
佐
内
、
沢
一
学
、
太
刀
目
録

ニ
て
御
礼
、
御
取
次
役
披
露
（
中
略
）

一
、
巳
ノ
刻
御
書
院
番
御
出
、
池
田
三
郎
左
衛
門
始
、
御
礼
段
々
相
済
（
後

略
）

ま
ず
、
分
家
や
藩
主
の
親
族
が
藩
主
に
御
礼
を
し
て
太
刀
を
献
上
す
る
。
江
戸

に
お
り
参
加
出
来
な
い
者
は
名
代
が
参
加
す
る
。
一
連
の
儀
式
を
終
え
て
退
座
を

し
た
後
に
、
家
老
以
下
の
家
臣
が
謁
見
す
る
形
式
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
幕
府
の
年
頭
儀
式
と
比
較
し
た
い
。
正
月
三
が
日
、
江
戸
城
に
お
い

て
将
軍
は
諸
大
名
の
挨
拶
を
受
け
る
。
ま
ず
御
三
家
（
江
戸
後
期
は
御
三
卿
も
含

む
）
と
面
会
し
、
そ
の
後
家
門
大
名
と
会
う
。
そ
し
て
諸
大
名
と
の
面
会
を
行

（
�
）
う
。要

す
る
に
、
岡
山
藩
の
儀
式
は
江
戸
城
で
の
将
軍
と
諸
大
名
と
の
謁
見
の
ミ
ニ

チ
ュ
ア
版
と
も
言
え
る
構
造
で
あ
る
。
幕
府
内
で
御
三
家
・
御
三
卿
が
高
い
格
式

で
あ
っ
た
の
と
同
様
、
岡
山
藩
内
で
分
家
は
高
い
格
式
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

続
い
て
、
江
戸
で
の
年
頭
儀
式
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
宝
永
四
年
（
一
七
〇

（
�
）

七
）
一
月
一
日
の
様
子
で
あ
る
。

一
、
仙
遊
閣
御
床
ニ
宸
筆
忠
孝
御
掛
物
掛
置
之
、
如
例
年
御
拝
被
遊
、

（
中
略
）（

政
順
）

一
、
三
左
衛
門
様
御
出
、
忠
孝
御
掛
物
御
拝
被
遊
、
済
テ
御
掛
物
御
掛
替
、
御

飾
物
ハ
、
御
数
寄
方
ニ
留
置
故
、
略
之
、

一
、
小
書
院
ニ
テ
、
三
左
衛
門
様
年
始
之
御
礼
被
仰
上
、
御
太
刀
池
田
刑
部
長

上
下
披
露
之
、
則
刑
部
納
之
、
御
礼
所
図
ニ
記
之
、

一
、
三
左
衛
門
様
御
着
座
、
御
蓬
莱
出
ス
、
追
付
御
退
出
、

一
、
仙
遊
閣
ニ
テ
朝
御
膳
被
召
上
、
常
之
御
膳
具
也
、
二
汁
五
菜
、
御
肴
数
ノ

子
、
御
吸
物
鶴
、
御
銚
子
三
献
被
召
上
、
御
銚
子
入
之
、

（
軌
隆
）

一
、
小
書
院
ニ
而
主
膳
様
御
太
刀
、
池
田
刑
部
披
露
之
、
則
納
之
、
主
膳
様
御

名
代
今
回
茂
大
夫

（
政
倚
）

一
、
池
田
内
匠
殿
御
出
、
年
頭
御
礼
被
仰
上
、
御
太
刀
池
田
刑
部
抜
露
之
、
則

納
、
畢
而
御
着
座
、
御
蓬
莱
出
ス
、
塗
木
具
ニ
而
鰭
之
御
吸
物
出
ル
、
御
土

器
水
野
梶
之
丞
、
御
肴
青
地
亦
吉
、
御
銚
子
森
本
吉
之
丞
、
提
子
志
水
藤
之

丞
、
少
将
様
御
盃
被
召
上
、
内
匠
殿
江
被
進
、
御
肴
被
進
、
内
匠
殿
�
少
将

様
江
御
盃
御
上
ヶ
、
御
肴
被
進
、
御
納
之
御
銚
子
、
御
肴
、
御
土
器
段
々
入

之
、
但
、
御
給
仕
之
者
、
何
茂
長
上
下
也
、

（
中
略
）

一
、
追
付
御
出
、
小
書
院
ニ
御
着
座
、
池
田
刑
部
、
池
田
佐
兵
衛
、
稲
川
佐

内
、
沢
一
学
、
太
刀
ヲ
以
テ
御
礼
申
上
ル
、
御
取
次
役
披
露
之
、
則
納
之

― ７ ―



（
後
略
）

若
君
で
あ
る
政
順
が
御
礼
し
、
そ
の
後
庶
子
で
あ
る
軌
隆
の
太
刀
が
献
上
さ
れ

る
。
そ
の
後
政
倚
が
御
礼
し
て
太
刀
を
献
上
し
、
以
下
重
臣
た
ち
が
挨
拶
を
行

う
。大

ま
か
な
流
れ
は
岡
山
で
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
み
え
る
が
、
一
つ
異
な
る
の

は
、
生
坂
池
田
家
の
池
田
輝
録
の
名
前
が
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
実
は
輝
録
も

同
日
に
綱
政
に
御
礼
を
し
た
も
の
の
、
そ
れ
は
家
臣
や
諸
大
名
か
ら
の
挨
拶
が
終

わ
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
輝
録
は
幕
府
で
奏
者
番
を
勤
め
て
お
り
、
幕
府
の
年
頭

儀
式
を
優
先
し
て
か
ら
、
岡
山
藩
邸
に
訪
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
幕
府
の
儀

式
が
藩
の
儀
式
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

（
２
）
宗
廟
に
お
け
る
祭
礼

次
に
、
池
田
家
の
先
祖
を
祀
っ
た
「
御
廟
」（
宗
廟
）
を
め
ぐ
る
分
家
の
役
割

と
活
動
を
み
て
い
こ
う
。

宗
廟
は
池
田
光
政
に
整
備
さ
れ
た
。
岡
山
城
内
に
お
か
れ
、
池
田
家
の
祖
で
あ

る
輝
政
夫
妻
な
ど
を
祀
る
。
近
藤
萌
美
氏
に
よ
る
と
、
祭
祀
の
定
式
は
綱
政
期
に

決
ま
り
、
定
例
の
正
月
、
仲
春
（
二
月
）、
光
政
忌
祭
、
仲
秋
（
八
月
）、
参
勤
交

代
の
出
入
り
、
告
婚
の
儀
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
仲
春
の
祭
に
は
、
一
族
、
家
老
、

番
頭
、
組
頭
が
参
加
し
、
祭
祀
後
の
会
食
に
、
藩
士
へ
の
知
行
宛
行
の
折
り
紙
の

下
渡
と
、
藩
士
の
登
城
、
帳
付
が
行
わ
れ
た
。
特
に
知
行
宛
行
と
い
う
行
為
が
祭

祀
の
後
に
行
わ
れ
る
の
は
、
藩
主
と
藩
士
の
間
で
個
人
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は

な
く
、「
輝
政
以
来
の
普
遍
的
な
関
係
性
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
可
能
性
」

（
�
）

が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
宗
廟
は
岡
山
藩
に
と
っ
て
非
常

に
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、「
廟
参
」
か
ら
み
て
い
き
た
い
。
岡
山
藩
主
は
月
に
二
回
、
特
に
毎
月

一
日
に
は
藩
主
自
身
が
「
廟
参
」
を
行
っ
て
い
た
。

元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
三
月
三
日
に
綱
政
が
宗
廟
に
参
る
際
に
は
、
政
倚

が
先
に
参
っ
て
藩
主
を
「
御
待
」
し
て
い
る
。
い
わ
ば
先
払
い
の
よ
う
な
形
で
あ

（
�
）
る
。
ま
た
、
綱
政
は
必
ず
し
も
自
ら
廟
参
を
行
わ
ず
、
代
理
の
も
の
を
「
名
代
」

と
し
て
遣
わ
し
て
い
た
が
、
政
倚
が
「
名
代
」
を
担
う
よ
う
に
な
り
、『
日
次
記
』

の
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
八
月
一
日
の
項
で
は
「
如
毎
為
御
名
代
、
池
田
内
匠

殿
御
越
被
遊
ル
」
と
記
し
、
政
倚
が
代
参
す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
形
式
付
け
ら
れ
て
い

（
�
）
た
。春

と
秋
の
二
回
に
行
わ
れ
る
「
御
時
祭
」
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
宝
永
四
年

（
一
七
〇
七
）
八
月
二
七
日
の
項
で
は
、
仲
秋
の
御
時
祭
に
お
い
て
綱
政
が
「
御

不
快
」
で
あ
る
た
め
、
政
倚
が
代
参
を
勤
め
る
と
と
も
に
、「
御
時
祭
之
役
人
」

（
�
）

を
差
配
し
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
同
じ
く
宝
永
六
年
の
秋
の
御
時
祭
で
は
綱

政
の
体
調
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
倚
が
「
名
代
」
を
勤
め
て
い
る
の
が
確
認
で
き

（
�
）
る
。
本
来
は
本
家
の
役
割
で
あ
っ
た
も
の
が
、
分
家
の
役
割
へ
と
変
化
し
て
い
く

様
子
が
う
か
が
え
る
。

（
３
）
東
照
宮
祭
礼

岡
山
で
行
わ
れ
る
祭
礼
と
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
東
照
宮
祭
礼
を
と
り
あ
げ
る
。

岡
山
城
下
の
東
照
宮
は
、
綱
政
の
先
代
で
あ
る
池
田
光
政
に
よ
っ
て
勧
請
さ
れ
、

近
世
に
お
い
て
は
岡
山
藩
主
導
の
も
と
で
町
方
民
衆
も
参
加
す
る
大
規
模
な
祭
礼

（
�
）

が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
本
家
で
あ
る
岡
山
藩
主
の
行
動
に
あ
わ
せ
て

政
倚
の
動
き
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
宝
永
四
年
九
月
一
七
日
の
祭
礼
の
流

（
�
）

れ
か
ら
、
政
倚
の
動
き
を
追
っ
て
み
た
い
。

― ８ ―



（
前
略
）

一
、
於
招
雲
閣
円
務
院
御
祈
祷
御
札
指
上
ル
、
佐
内
も
御
前
へ
罷
出
ル
、

一
、
卯
ノ
下
刻
御
後
園
へ
御
越
被
遊
、
延
養
亭
ニ
テ
御
膳
被
召
上
ル
、
内
匠
殿

御
出
、
同
所
ニ
テ
御
対
面
、

一
、
神
輿
、
京
橋
迄
御
成
之
御
左
右
有
之
、
辰
ノ
中
刻
御
旅
所
へ
御
出
被
遊
、

（
中
略
）
川
手
北
ノ
御
門
�
御
出
、
御
船
ニ
被
為
召
、
内
匠
殿
御
同
舟
也
、

御
船
着
ヨ
リ
御
古
屋
迄
御
先
立
茨
木
左
大
夫
、
御
帰
ニ
、
小
畠
権
内
御
供
之

内
ヨ
リ
相
動
ル
、
神
輿
御
通
り
之
節
、
栗
石
迄
御
出
被
遊
（
中
略
）

一
、
巳
ノ
下
刻
神
輿
御
旅
所
へ
被
為
入
、
御
供
物
備
、
音
楽
有
之
、
勤
経
相

済
、
門
田
市
郎
兵
衛
御
左
右
申
上
ル
、
神
前
へ
御
出
、
御
幣
拝
、
御
酒
御
頂

戴
、
内
匠
殿
右
同
断
、
畢
而
当
年
御
拝
領
御
馬
牽
出
相
伺
、
菅
八
内
布
衣
ニ

テ
乗
之
、
次
競
馬
段
々
有
之
、
ね
り
物
品
々
相
渡
り
、
供
奉
之
面
々
罷
通
り

相
済
、
御
舟
に
て
御
帰
被
遊
、
直
ニ
御
城
へ
被
為
入
ル
、

一
、
未
ノ
中
刻
還
御
被
遊
、
御
山
へ
池
田
七
郎
兵
衛
被
遣

（
中
略
）

一
、
御
祭
礼
相
済
候
為
御
悦
、
申
ノ
上
刻
内
匠
殿
御
登
城
被
仰
置
、
御
帰
り
、

伊
木
将
監
、
池
田
主
殿
、
池
田
刑
部
、
十
倉
市
正
、
日
置
隼
人
、
伊
木
長
九

郎
、
池
田
廣
助
、
番
頭
、
物
頭
、
寄
合
組
登
城
、
御
帳
ニ
付
退
出
也

祭
礼
当
日
、
政
倚
は
御
後
園
（
現
在
の
後
楽
園
）
の
延
養
亭
に
て
綱
政
と
面
会

す
る
。
次
に
、
綱
政
が
乗
船
す
る
際
に
は
同
乗
す
る
。
ま
た
、
神
輿
が
御
旅
所
に

入
り
、
綱
政
が
神
前
へ
出
、
御
幣
を
拝
し
、
御
酒
を
頂
戴
す
る
の
に
合
わ
せ
て
政

倚
も
同
じ
作
法
で
行
う
。
最
後
に
登
城
し
、
祭
礼
が
す
べ
て
終
わ
っ
た
こ
と
を
綱

政
へ
祝
う
。
綱
政
と
同
じ
行
動
を
と
る
と
は
い
え
な
い
が
、
多
く
の
時
間
で
従
っ

て
い
た
。
ま
た
、
最
後
の
御
祝
い
も
、
岡
山
藩
家
臣
に
先
立
っ
て
綱
政
よ
り
「
仰

置
」
れ
て
登
城
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
家
臣
よ
り
先
に
挨
拶
す
る
こ
と

が
、
分
家
と
し
て
の
格
式
で
あ
る
と
と
も
に
、
本
家
よ
り
命
じ
ら
れ
て
登
城
す
る

こ
と
が
岡
山
藩
内
で
求
め
ら
れ
て
い
た
分
家
の
役
割
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
４
）
綱
政
と
政
倚
の
交
流

綱
政
と
政
倚
は
普
段
は
ど
の
よ
う
な
交
流
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
政
倚
は
江

戸
で
も
岡
山
で
も
頻
繁
に
綱
政
と
面
会
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
会
話
を
し
て
い

た
か
を
記
す
も
の
は
少
な
い
が
、
例
え
ば
、
宝
永
四
年
の
三
月
一
一
日
に
は
、
院

使
が
江
戸
を
出
立
し
、
政
倚
が
院
使
の
饗
応
役
を
無
事
に
つ
と
め
あ
げ
た
こ
と
を

報
告
し
て
い
る
。（
表
参
照
）

両
者
の
交
流
で
、
特
に
多
い
の
は
能
で
あ
る
。
岡
山
藩
で
は
江
戸
で
も
岡
山
で

も
頻
り
に
能
が
催
さ
れ
、
政
倚
も
招
か
れ
て
見
物
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、『
日

次
記
』
に
は
演
者
の
名
前
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
「
内
匠
殿
」
と
政
倚
の

名
前
が
散
見
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
綱
政
が
見
物
す
る
前
で
、
政
倚
は
自

ら
能
を
舞
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
は
非
常
に
緊
密
で
あ
り
、
良
好
で

あ
っ
た
。

（
５
）
鴨
方
池
田
家
の
吉
事

次
に
、
鴨
方
池
田
家
が
直
接
果
た
し
た
役
割
で
は
な
い
が
、
結
果
的
に
本
家
に

貢
献
し
た
事
例
と
し
て
、
鴨
方
池
田
家
の
吉
事
を
と
り
あ
げ
た
い
。
分
家
に
吉
事

が
あ
る
際
に
は
、
岡
山
藩
で
祝
儀
が
催
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
元
禄
一
三
年
（
一

七
〇
〇
）
一
〇
月
に
、
政
倚
が
無
事
鴨
方
池
田
家
の
家
督
を
相
続
で
き
た
際
の
様

（
�
）

子
を
検
討
し
た
い
。

一
、
廿
八
日
、
内
匠
頭
跡
目
御
礼
、
御
登
城
被
仰
上
、
御
下
城
之
節
、
御
出
、

― ９ ―



（
目
録
）

綱
政
公
、
小
書
院
御
着
座
、
内
匠
殿
、
長
上
下
に
て
御
礼
、
御
太
刀
目
六
一

荷
二
種
、
御
太
刀
目
録
、
服
部
図
書
、
長
上
下
に
て
披
露
之
、「
池
田
刑
部

煩
候
故
、
図
書
也
」、
御
進
物
引
、
長
熨
斗
鮑
出
之
、
内
匠
殿
奥
方
�
一
種

五
百
疋
被
差
上
、
御
使
者
笹
岡
平
三
郎
、
御
目
見
、
図
書
披
露
、

一
、
今
晩
内
匠
殿
へ
御
祝
儀
小
袖
三
一
荷
二
種
、
奥
方
へ
一
種
紗
綾
五
巻
、
御

使
者
中
牟
田
三
次
郎
、

さ
ら
に
、
同
年
一
二
月
四
日
に
も
、
家
督
の
御
祝
儀
と
し
て
、
岡
山
藩
邸
に
お

（
�
）

い
て
料
理
が
出
さ
れ
た
。

一
、
内
匠
頭
御
家
督
御
祝
儀
御
招
請
、
於
小
書
院
、
三
汁
七
菜
御
料
理
、
御
相

伴
に
て
出
之
、
塗
木
具
、
御
盃
被
進
、
内
匠
殿
御
頂
戴
之
時
、
御
役
者
、
四

海
波
謡
之
、
御
取
肴
被
進
、
御
頂
戴
御
退
候
時
、
盛
光
之
御
腰
物
被
進
、
池

田
刑
部
持
出
ル
、
御
頂
戴
、
御
指
候
而
御
礼
被
仰
上
、
御
次
江
御
持
出
、
御

土
器
御
返
上
、
此
内
御
囃
子
三
番
有
之
、
丹
波
守
殿
江
綱
政
公
�
御
盃
被

進
、
丹
州
殿
�
内
匠
殿
江
被
進
、
丹
州
殿
�
御
返
盃
、
綱
政
公
よ
り
内
匠
殿

江
被
進
、
此
時
積
土
器
、
白
三
方
載
、
外
之
御
衆
江
引
之
、
御
酒
廻
ル
、

猩
々
切
之
時
、
内
匠
殿
�
綱
政
公
へ
御
返
盃
、
御
納
也
、
御
盃
事
御
取
持
大

井
庄
十
郎
殿
、

御
一
座

綱
政
公

御
召
物
�
御
小
袖

内
匠
殿

丹
波
守
殿

外
記
殿

池
田
帯
刀
殿

牧
野
監
物
殿

山
内
主
膳
殿

池
田
監
物
殿

榊
原
采
女
殿

大
井
庄
十
郎
殿

池
田
織
部
殿

右
之
通
小
書
院
に
て
御
相
伴

一
、
今
晩
御
姫
様
方
へ
内
匠
殿
�
三
汁
七
菜
之
御
料
理
被
進
、
土
佐
操
御
見
物

者
来
ル
、

一
、
今
朝
内
匠
殿
御
家
来
四
人
へ
二
汁
五
菜
御
料
理
於
広
縁
被
下

一
、
今
晩
内
匠
殿
�
池
田
刑
部
初
、
番
頭
、
物
頭
、
頭
分
、
御
側
医
迄
弐
拾
八

人
御
料
理
被
下
、

内
匠
殿
へ
被
進
物
御
腰
物

盛
光
御
刀
「
長
弐
尺
五
寸
八
歩
代
金
三
枚
五
両
札
」
三
所
物
金
龍

祝
儀
で
は
、
綱
政
と
政
倚
の
他
、
生
坂
池
田
家
の
輝
録
・
輝
廉
父
子
、
池
田
一

門
、
政
倚
の
親
族
旗
本
、
そ
し
て
池
田
家
と
懇
意
と
思
わ
れ
る
旗
本
が
招
か
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
政
倚
の
家
臣
へ
の
料
理
が
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
逆
に
政
倚
か

ら
は
岡
山
池
田
家
へ
の
「
御
姫
様
」
や
岡
山
藩
士
へ
料
理
が
出
さ
れ
、
最
後
に
政

倚
へ
刀
が
贈
ら
れ
た
。
岡
山
藩
あ
げ
て
の
行
事
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

鴨
方
池
田
家
の
吉
事
は
、
本
家
で
あ
る
岡
山
池
田
家
に
と
っ
て
も
吉
事
と
な
っ

た
。
分
家
が
活
躍
す
れ
ば
本
家
の
名
誉
に
つ
な
が
り
、
逆
に
後
述
す
る
よ
う
に
分

家
に
問
題
が
発
生
す
る
と
、
本
家
の
体
面
に
も
つ
な
が
っ
た
。
分
家
は
本
家
の
た

め
に
も
、
名
誉
と
さ
れ
る
活
躍
が
求
め
ら
れ
た
。

（
６
）
岡
山
藩
と
幕
府
・
諸
大
名

岡
山
藩
が
幕
府
や
諸
大
名
と
の
交
流
を
行
う
際
に
、
分
家
は
ど
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
四
月
七
日
、
政
倚
は
岡
山
藩
邸
で
綱
政
と
対
面
し
た

後
、
綱
政
と
と
も
に
江
戸
城
へ
登
城
し
た
。
綱
政
が
登
城
し
た
の
は
、
昨
日
老
中

よ
り
当
日
登
城
す
べ
し
と
の
奉
書
が
届
い
た
か
ら
で
あ
る
。
両
者
が
登
城
す
る

と
、
綱
政
の
嫡
男
で
あ
る
政
順
の
縁
組
が
正
式
に
幕
府
よ
り
認
め
ら
れ
た
こ
と
が

（
�
）

伝
え
ら
れ
た
。
一
門
と
し
て
、
政
倚
が
岡
山
藩
主
を
補
佐
し
て
い
る
様
子
が
う
か
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が
え
る
。

同
年
四
月
一
二
日
、
綱
政
の
参
勤
交
代
に
お
け
る
岡
山
帰
国
に
あ
わ
せ
、
幕
府

よ
り
上
使
が
派
遣
さ
れ
た
。
こ
の
際
、
政
倚
は
岡
山
藩
邸
の
門
内
で
待
機
し
て
上

使
を
迎
え
、
ま
た
上
使
が
藩
邸
か
ら
帰
る
際
に
は
見
送
り
を
す
る
役
目
を
果
た
し

（
�
）
た
。本

家
と
諸
大
名
の
交
流
の
場
で
も
、
分
家
の
活
動
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
元

禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
四
月
二
六
日
に
越
前
松
平
家
の
松
平
吉
品
の
婚
礼
が
執

り
行
わ
れ
た
際
に
は
、
輝
録
嫡
男
の
池
田
輝
廉
が
綱
政
の
名
代
と
し
て
福
井
藩
邸

に
出
か
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
輝
廉
か
政
倚
の
ど
ち
ら
か
を
名
代
に
す
る
と
こ

（
�
）

ろ
、
輝
廉
が
選
ば
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
同
年
六
月
二
五
日
、
綱
政
の
娘
が
土
佐
藩
主
山
内
豊
房
に
嫁
ぐ
際
に
は

「
御
送
」
と
し
て
、
乗
り
物
の
行
列
の
最
後
列
近
く
で
従
い
、
土
佐
藩
邸
ま
で
綱

（
�
）

政
の
娘
を
送
っ
た
。

以
上
、
平
時
の
岡
山
池
田
家
と
鴨
方
池
田
家
の
関
係
を
み
て
き
た
。
池
田
政
倚

は
岡
山
藩
の
な
か
で
高
い
格
式
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
岡
山
藩
の
多
く
の

儀
式
に
参
加
し
て
、
時
に
は
岡
山
藩
主
の
名
代
と
な
り
家
臣
を
ま
と
め
た
。
江
戸

に
お
い
て
も
、
岡
山
藩
邸
で
幕
府
の
上
使
を
迎
え
、
江
戸
城
に
同
道
す
る
な
ど
岡

山
藩
主
を
支
え
た
。
一
方
で
、
岡
山
藩
主
の
先
払
い
を
行
い
、
藩
主
の
命
令
に
応

じ
て
岡
山
城
に
登
城
す
る
こ
と
も
あ
り
、
家
臣
と
し
て
の
側
面
も
持
ち
合
わ
せ
て

い
た
。
鴨
方
池
田
家
の
吉
事
は
岡
山
池
田
家
の
吉
事
で
あ
り
、
岡
山
藩
で
祝
儀
が

催
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
か
ら
み
え
て
く
る
の
は
、
岡
山
藩
内
で
み
た
場
合
、
政
倚
は
一
大
名
と

い
う
よ
り
も
、
一
門
と
し
て
岡
山
藩
社
会
の
一
員
と
な
り
、
活
躍
す
る
姿
で
あ
る

と
い
え
る
。
し
か
し
、
輝
録
が
幕
府
の
儀
式
を
優
先
し
て
岡
山
藩
の
儀
式
に
遅
れ

て
参
加
す
る
様
子
は
、
幕
府
の
存
在
が
、
本
家
と
分
家
の
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

二

家
督
相
続
問
題
か
ら
み
る
本
家
と
分
家
の
関
係

次
に
家
督
相
続
問
題
と
い
う
「
非
常
時
」
か
ら
政
倚
の
活
動
を
検
討
す
る
。
政

倚
存
命
中
、
池
田
家
は
本
家
・
鴨
方
・
生
坂
と
も
に
、
順
調
に
家
督
相
続
が
行
わ

れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
問
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。
岡
山
池
田
家

と
生
坂
池
田
家
の
事
例
か
ら
は
政
倚
の
果
た
す
役
割
が
み
え
る
。
ま
た
、
鴨
方
池

田
家
の
事
例
か
ら
は
、
本
家
の
分
家
に
対
す
る
姿
勢
が
み
え
る
た
め
、
あ
わ
せ
て

検
討
し
た
い
。

（
１
）
岡
山
池
田
家

１

後
継
者
と
し
て
の
政
倚

政
倚
は
一
時
期
、
岡
山
藩
主
の
後
継
者
候
補
の
一
人
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る
。
綱
政
か
ら
継
政
へ
の
家
督
相
続
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
大
森
映
子
氏
が
す
で

（
�
）

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
政
倚
の
立
場
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

岡
山
池
田
家
の
後
継
者
は
な
か
な
か
決
ま
ら
な
か
っ
た
。
綱
政
の
嫡
男
で
あ
る

吉
政
が
早
く
に
亡
く
な
り
、
そ
の
後
後
継
と
な
っ
た
政
順
も
、
宝
永
六
年
（
一
七

〇
九
）
九
月
に
他
界
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

政
倚
は
政
順
が
亡
く
な
っ
た
同
年
に
、
従
五
位
下
内
匠
頭
に
叙
任
さ
れ
、
翌
宝

永
七
年
に
綱
政
よ
り
官
位
叙
任
祝
い
が
催
さ
れ
た
。
政
倚
が
江
戸
か
ら
の
帰
着
後

に
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
岡
山
城
内
の
招
雲
閣
で
行
わ
れ
、
政
倚
他
、
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岡
山
藩
重
臣
の
伊
木
将
監
・
池
田
主
殿
・
池
田
刑
部
・
土
倉
市
正
・
日
置
隼
人
が

相
伴
と
い
う
形
で
参
加
し
て
い
る
。
池
田
輝
録
は
江
戸
に
お
り
、
参
加
し
て
い
な

い
。こ

の
祝
い
の
席
で
、
政
倚
達
に
綱
政
か
ら
次
の
よ
う
な
話
が
伝
え
ら
れ
て
い

（
�
）
る
。
す
な
わ
ち
、
綱
政
は
、
綱
政
の
息
子
で
あ
り
、
岡
山
藩
の
家
臣
筋
で
あ
っ
た

天
城
池
田
家
に
養
子
に
入
っ
て
い
た
茂
重
郎
（
後
、
継
政
）
を
、「
江
戸
へ
御
参

府
之
上
御
老
中
江
御
相
談
被
遊
、
御
呼
越
可
被
遊
候
」
と
本
家
へ
戻
す
こ
と
を
考

え
て
い
た
。
そ
し
て
「
茂
重
郎
様
江
被
遣
置
候
御
領
知
三
万
石
無
相
違
豊
次
郎
殿

江
被

仰
付
、
池
田
古
内
膳
名
跡
之
儀
ハ
主
膳
様
之
御
次
男
亀
次
郎
殿
江
三
千
石

無
相
違
被

仰
付
候
」
と
天
城
池
田
家
に
は
茂
重
郎
の
代
わ
り
に
豊
次
郎
（
同
じ

く
綱
政
子
、
後
の
政
純
）
を
送
り
、
家
臣
筋
の
池
田
内
膳
の
後
継
に
は
亀
次
郎

（
綱
政
孫
、
後
輝
言
）
を
入
れ
る
こ
と
と
し
た
。

こ
の
史
料
で
は
、
政
倚
が
家
督
問
題
に
ど
こ
ま
で
加
わ
っ
て
い
た
か
は
判
然
と

し
な
い
が
、
政
倚
と
年
寄
中
に
仰
聞
か
す
と
あ
り
、
事
前
に
綱
政
た
ち
と
一
連
の

家
督
問
題
に
つ
い
て
協
議
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
政
倚
は
他
の
重

臣
と
共
に
池
田
家
内
の
家
督
相
続
者
に
つ
い
て
真
っ
先
に
知
る
立
場
で
あ
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

茂
重
郎
が
相
続
す
る
件
に
関
し
て
は
、
こ
の
後
も
一
門
内
か
ら
慎
重
論
が
あ

り
、
旗
本
で
一
門
の
池
田
政
森
は
、
政
倚
に
つ
い
て
①
政
倚
が
若
い
藩
主
の
後
見

人
を
す
る
、
も
し
く
は
②
政
倚
を
綱
政
の
養
子
に
し
て
、
茂
重
郎
と
豊
次
郎
を
政

（
�
）

倚
の
養
子
に
す
る
、
と
い
う
案
を
出
し
て
い
る
。
案
自
体
は
岡
山
藩
内
か
ら
出
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
実
際
綱
政
は
政
倚
を
後
継
者
と
し
て
い
な
い
の
で
、
岡
山

藩
内
の
分
家
へ
の
認
識
と
は
異
な
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
政
倚

が
候
補
者
に
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
分
家
は
岡
山
藩
の
後
継
者
た

り
う
る
と
周
囲
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
後
述
の
通
り
、

政
倚
は
綱
政
次
代
の
継
政
の
補
佐
を
行
う
様
子
が
確
認
で
き
る
の
で
、
あ
る
い
は

綱
政
は
①
を
選
択
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

２

綱
政
死
去
に
伴
う
政
倚
の
役
割

次
に
、
綱
政
が
亡
く
な
っ
た
前
後
の
政
倚
の
動
き
を
検
討
し
た
い
。
綱
政
が
体

調
を
崩
し
た
の
は
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
一
〇
月
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時

岡
山
に
い
た
綱
政
は
一
日
ご
ろ
に
食
欲
が
な
く
な
っ
た
。
当
初
は
規
式
も
通
常
通

り
行
い
、
医
者
の
診
断
も
榎
宗
節
を
除
け
ば
「
軽
き
御
事
な
り
」
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
後
も
体
調
は
良
く
な
ら
ず
、
予
定
さ
れ
て
い
た
参
勤
交
代
も
医

（
�
）

師
や
家
臣
の
進
言
で
延
期
に
な
っ
た
。

当
時
、
政
倚
も
岡
山
に
い
た
。
一
方
の
生
坂
池
田
家
の
池
田
政
晴
は
江
戸
に
お

り
、
幼
少
の
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
発
言
す
る
機
会
は
な
か
っ
た
。

同
月
一
三
日
、
政
倚
は
京
都
よ
り
医
者
を
呼
ぶ
べ
き
と
主
張
し
た
。
こ
の
後
一

（
�
）

時
期
綱
政
の
体
調
は
落
ち
着
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
同
二
一
日
、
京
都
の
一
条
家

の
斡
旋
で
医
師
の
三
輪
了
哲
が
岡
山
へ
来
た
頃
に
は
、
再
び
悪
化
し
て
い
た
。
日

を
追
う
ご
と
に
悪
化
す
る
綱
政
に
、
了
哲
は
薬
の
処
方
を
辞
退
し
た
。
政
倚
が
強

く
望
ん
だ
た
め
調
進
し
た
が
、
そ
れ
で
も
回
復
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
了
哲
は
ま

た
も
薬
を
辞
退
し
た
。
結
局
了
哲
の
治
療
は
効
き
目
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
ら
し

（
�
）

く
、
了
哲
は
暇
を
出
さ
れ
た
。

同
月
二
九
日
に
、
綱
政
は
つ
い
に
息
を
引
き
取
っ
た
。
す
ぐ
に
江
戸
へ
の
使
者

が
出
さ
れ
、
ま
た
在
国
の
池
田
一
門
や
家
老
中
へ
も
連
絡
が
な
さ
れ
た
。
法
事
役

人
の
総
奉
行
は
池
田
主
殿
が
選
ば
れ
て
い
る
。

出
棺
の
四
日
前
の
一
一
月
一
四
日
、
多
く
の
家
臣
団
か
ら
落
髪
し
た
い
と
の
希
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望
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
た
い
し
、
池
田
主
殿
か
ら
家
臣
の
松
原
藤
介
ほ
か
、
家
臣

（
�
）

団
へ
次
の
様
な
申
し
渡
が
な
さ
れ
て
い
る
。

松
原
藤
介

此
度
落
髪
仕

御
棺
之
御
供
仕
度
由
願
候
趣
、

内
匠
頭
様
江
申
上
候
処
、

尤
之
存
念
ニ
被

思
召
候
、
乍
然
此
度
御
遺
物
之
御
用
被

仰
付
、
江
戸
江

被
遣
候
ニ
付
、
御
差
留
被
成
候
、
御
法
事
済
候
ハ
ヾ
早
速
罷
下
可
申
候
、
野

間
五
左
衛
門
、
右
御
用
ニ
御
差
加
江
被
成
候
可
申
談
旨

（
中
略
）

一
、
御
小
納
戸
者
落
髪
之
義
願
出
候
、
御
手
近
ニ
御
奉
公
申
上
候
者
之
義
ニ
候

得
ハ
尤
ニ
候
、
然
共
中
間
不
残
落
髪
仕
候
義
ハ
如
何
ニ
候
間
、
川
村
平
太
兵

衛
、
小
森
喜
太
郎
、
水
野
左
太
郎
落
髪
可
仕
候
、
青
地
藤
四
郎
、
近
藤
久
之

丞
ハ
御
用
有
之
ニ
付
御
差
留
被
成
候
、
其
外
ハ
御
聞
届
之
上
御
差
留
被
成
候

旨

内
匠
頭
様
御
差
図
ニ
候
由
、
稲
川
佐
内
江
主
殿
申
渡
候

一
、
御
近
習
児
小
姓
中
落
髪
之
義
願
出
候
、
右
同
断
ニ
付
、
稲
川
佐
七
郎
、
青

地
亦
吉
、
安
藤
前
太
夫
、
中
村
善
右
衛
門
落
髪
可
仕
候
、
其
外
ハ
御
聞
届
之

上
御
差
留
被
成
候
旨
、
内
匠
頭
様
御
差
図
ニ
候
由
、
松
原
藤
介
江
主
殿
申
渡

候
家
臣
の
希
望
に
関
し
て
、
主
殿
か
ら
政
倚
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
政
倚
は
も
っ

と
も
の
こ
と
と
は
言
い
な
が
ら
、
御
用
の
た
め
と
い
う
理
由
で
多
く
を
差
し
留
め

た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
文
中
に
も
あ
る
通
り
全
員
が
落
髪
す
れ
ば
、
葬
儀
は
も

ち
ろ
ん
後
々
の
岡
山
藩
政
の
運
営
が
困
難
に
な
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
法
事
役
人
の
総
奉
行
で
あ
る
池
田
主
殿
は
、
家
臣
団
の
扱
い
に

つ
い
て
政
倚
の
指
示
を
う
け
て
お
り
、
分
家
が
藩
主
不
在
の
際
に
家
臣
団
に
対
し

て
半
ば
命
令
を
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
分
家
は
本
家
の
非
常
時
の
際
に

は
、
そ
の
代
理
と
な
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
で
は
一
二
月
一
八
日
、
綱
政
嫡
男
の
継
政
へ
岡
山
池
田
家
の
家
督
相
続
が

無
事
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
旨
は
岡
山
に
い
る
政
倚
へ
も
伝
え
ら
れ
、
政
倚
は
宗
廟

（
�
）

へ
の
「
御
達
」
を
勤
め
て
、
先
祖
へ
の
報
告
を
行
っ
て
い
る
。

政
倚
は
参
勤
交
代
で
、
同
年
四
月
九
日
に
江
戸
に
到
着
し
た
。
同
月
一
八
日
、

継
政
が
日
光
で
の
法
会
が
済
ん
だ
こ
と
の
「
御
歓
」
と
し
て
江
戸
城
に
登
城
し
た

（
�
）

際
に
は
、
政
倚
が
同
道
し
て
い
る
。
こ
の
後
も
、
政
倚
は
享
保
二
年
（
一
七
一

七
）
に
江
戸
に
お
い
て
、
帰
国
し
た
継
政
の
名
代
と
し
て
将
軍
家
か
ら
領
知
判
物

（
�
）

を
賜
っ
て
い
る
な
ど
、
対
幕
府
に
お
い
て
も
藩
主
名
代
と
し
て
活
動
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
継
政
の
補
佐
・
名
代
を
勤
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
鴨
方
池
田
家

次
に
、
政
倚
本
人
の
家
督
相
続
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
政
倚
に
は
庶
子

鍛
冶
之
助
が
い
た
が
、
早
世
し
た
。
そ
の
た
め
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
に
、

先
述
の
輝
言
（＝

采
女
、
軌
隆
庶
子
）
を
養
子
と
し
た
。
同
六
年
に
将
軍
徳
川
吉

宗
に
拝
謁
す
る
も
の
の
、
病
弱
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
享
保
一
〇
年
に
岡
山
藩

主
池
田
継
政
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
�
）

具
体
的
な
動
き
が
始
ま
る
の
は
、
前
々
年
の
享
保
八
年
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に

運
動
を
進
め
る
の
は
、
岡
山
藩
士
の
森
半
右
衛
門
・
伊
庭
平
内
・
小
畠
権
内
・
生

形
弥
一
左
衛
門
・
安
藤
七
郎
大
夫
・
志
水
忠
右
衛
門
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
鴨
方

藩
士
の
浅
津
源
兵
衛
と
も
示
し
合
わ
せ
て
行
動
す
る
よ
う
岡
山
藩
よ
り
指
示
が
出

て
い
る
。

幕
府
へ
の
働
き
か
け
と
し
て
、
池
田
政
應
・
山
内
豊
清
・
大
井
政
長
・
池
田
由

（
�
）

道
を
「
御
四
人
様
」
と
呼
び
、
協
力
を
依
頼
し
た
。
池
田
政
應
と
池
田
由
道
は
池
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田
一
門
の
旗
本
で
あ
る
。
山
内
豊
清
は
土
佐
山
内
家
の
分
家
旗
本
で
、
正
室
が
池

田
政
言
の
娘
で
あ
っ
た
。
政
倚
と
は
義
理
の
兄
弟
に
あ
た
る
。
大
井
政
長
は
特
に

池
田
家
と
血
縁
関
係
は
な
い
が
、
先
述
の
政
倚
の
家
督
相
続
の
祝
儀
の
際
に
も
名

前
が
見
え
て
お
り
、
岡
山
藩
あ
る
い
は
鴨
方
藩
と
は
懇
意
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
池
田
家
に
と
っ
て
「
取
次
」
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
な
お
、
継
政
の
岳
父
で
あ
る
仙
台
藩
主
伊
達
吉
村
へ
は
、「
御
相
談
ニ
而

（
�
）

者
無
之
御
知
せ
迄
之
儀
ニ
候
」
と
、
報
告
だ
け
は
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

池
田
家
と
し
て
は
、
継
政
も
政
倚
も
国
元
に
い
た
た
め
、
運
動
が
成
功
す
る
か

は
難
し
い
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、「
采
女
様
御
十
五
被
為
成
、
公
辺
其
御
十

六
ニ
御
座
候
故
、
当
暮
者
御
袖
茂
被
留
候
様
ニ
無
之
ハ
不
成
儀
、
月
次
御
登
城
茂

（
�
）

御
願
被
成
候
様
ニ
有
之
御
時
節
故
御
延
引
難
被
成
」
と
輝
言
の
年
齢
か
ら
、
幕
府

へ
の
出
仕
が
避
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
に
危
機
感
を
感
じ
て
い
た
。
輝
言
に
つ
い

（
�
）

て
は
「
御
生
得
御
お
ろ
か
に
被
成
御
座
」
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
も
し
か
す
る
と

体
質
以
外
に
も
問
題
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
岡
山
藩
と
し
て
は
、「
殿
様

（
�
）

御
趣
意
者
御
乱
気
之
様
ニ
外
江
不
見
様
ニ
被
遊
度
候
間
」
と
、
本
家
継
政
の
体
面

に
気
に
か
け
な
が
ら
の
運
動
で
あ
っ
た
。

幕
府
へ
の
運
動
と
し
て
は
、
老
中
安
藤
重
行
を
頼
り
、
用
人
の
有
賀
金
兵
衛
が

窓
口
で
あ
っ
た
。「
御
四
人
様
」
も
、「
殊
更
内
匠
頭
様
ニ
茂
御
休
足
之
事
ニ
付
、

（
�
）

此
節
御
願
被
差
出
候
義
可
成
筋
不
成
筋
何
共
何
連
茂
難
相
考
御
座
候
」
と
実
現
が

（
�
）

可
能
か
否
か
不
安
視
し
て
い
た
。
政
倚
の
体
調
に
つ
い
て
は
、「
休
足
」
と
記
さ

れ
て
お
り
、
事
実
二
年
後
ま
で
参
勤
交
代
を
し
て
い
な
い
。
体
調
が
あ
ま
り
よ
く

な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、「
御
願
之
義
先
御
延
引
被
遊
候
様
ニ
申
上

（
重
行
）

度
奉
存
候
得
共
、
御
国
許
ニ
而
大
概
御
極
被
成
、
対
馬
守
様
江
御
相
談
可
被
成

思
召
寄
候
故
、
左
候
ハ
ヽ
、
御
手
筋
之
儀
御
座
候
間
、
対
馬
守
様
御
内
談
之
方
可

然
奉
存
候
間
、
御
留
守
居
共
之
内
壱
人
罷
越
、
対
馬
守
様
御
用
人
江
密
談
仕
、
御

（
�
）

内
々
御
差
図
承
度
由
申
候
方
可
然
与
奉
存
候
段
、
御
四
人
様
共
被
仰
候
」
と
当
初

は
運
動
自
体
の
延
引
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
も
、
安
藤
へ
の
働
き
か
け
を
重
要

視
し
て
い
た
。

一
一
月
一
八
日
、
有
賀
の
も
と
へ
七
郎
大
夫
が
出
か
け
た
。
そ
こ
で
七
郎
大
夫

（
�
）

が
申
し
入
れ
た
の
が
次
の
内
容
で
あ
る
。

池
田
内
匠
頭
養
子
采
女
儀
幼
年
	
病
身
之
方
ニ
御
座
候
而
、
生
立
虚
弱
ニ
御

座
候
趣
、
近
年
病
身
茂
却
而
募
り
申
候
故
、
夫
ニ
随
気
性
疎
御
座
候
而
、
世

（
継
政
）

辺
之
勤
無
覚
束
体
ニ
御
座
候
、
依
之

大
炊
頭
茂
色
々
致
了
簡
見
合
候
得

共
、
兎
角
思
召
之
体
ニ
而
者
相
談
仕
候
事
如
何
可
有
之
哉
と
此
段

大
炊
頭

別
而
気
毒
ニ
存
、
内
匠
頭
江
茂
申
談
候
処
、
内
匠
頭
者
別
而
不
便
ニ
存
、
何

と
そ
見
合
せ
申
度
趣
ニ
有
之
候
、
然
共
今
年
ハ
十
六
歳
ニ
罷
成
候
得
者
、
来

春
	
月
次
之
出
仕
等
奉
願
筈
ニ
候
得
共
、
右
之
病
身
生
立
之
模
様
ニ
而
者
、

月
次
出
仕
奉
願
候
儀
難
申
上
趣
ニ
御
座
候
、
然
者

大
炊
頭
内
存
ニ
国
元
へ

引
取
申
度
存
候
段
、
内
匠
頭
江
も
強
而
為
申
聞
候
、
依
之
内
匠
頭
本
家
之
儀

ニ
御
座
候
得
者

大
炊
頭
内
存
之
趣
ヲ
兎
角
難
申
訳
ニ
御
座
候
、
第
一
者
来

年
出
仕
難
成
躰
何
共
迷
惑
存
罷
有
候
へ
者
、
旁
以

大
炊
頭
存
念
内
匠
頭
難

黙
止
所
茂
御
座
候
、
然
故

大
炊
頭
今
度
奉
願
候
而
、
国
元
へ
采
女
引
取
申

度
与
存
義
ニ
御
座
候
、
右
引
取
候
願
差
出
候
ニ
付
而
ハ
時
節
茂
可
有
御
座
義

奉
存
候
、
此
節
ニ
茂
引
取
申
度
と

大
炊
頭
存
候
趣
意
者
采
女
年
来
ニ
付
延

引
難
仕
内
存
之
趣
御
座
候
迚
対
馬
守
様
御
用
番
之
節
願
上
申
度
旨
ニ
御
座
候

故
、
先
其
許
様
迄
打
明
シ
候
而
及
御
内
談
候
、
御
内
々
之
又
御
内
談
ニ
而
御

座
候
間
、
宜
様
ニ
御
取
計
被
成
被
為
附
御
内
意
被
下
候
様
ニ
仕
度
奉
存
候

（
後
略
）
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輝
言
が
引
き
取
ら
れ
る
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
継
政
が
「
気
の

毒
」
に
感
じ
て
政
倚
に
「
申
談
」、
そ
の
う
え
で
「
強
而
為
申
聞
」
せ
て
い
る
の

が
わ
か
る
。
政
倚
も
本
家
の
存
念
を
「
難
黙
止
」
く
、
継
政
の
考
え
を
受
け
入
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
今
回
の
運
動
は
本
家
で
あ
る
岡
山
池
田

家
の
意
思
で
あ
っ
た
。

（
�
）

こ
れ
に
対
し
て
、
有
賀
の
返
答
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

一
、
御
願
被
差
出
候
義
、
品
々
御
座
候
、
加
様
之
儀
者
両
御
願
ニ
而
御
座
候
、

内
匠
頭
様
�
茂
御
願
書
被
差
出
埒
ニ
御
座
候

一
、
此
節
御
願
被
差
出
候
儀
、
大
炊
頭
様

内
匠
頭
様
共
御
在
所
ニ
被
成
御
座

候
得
者
、
御
一
家
様
を
以
可
被
差
出
候
得
共
、
是
ハ
重
キ
御
願
ニ
御
座
候
、

御
家
来
を
以
御
国
元
�
被

仰
越
候
而
之
御
願
ニ
候
得
者
、
先
者
難
被
成
筋

ニ
存
候
由
、
当
時
養
子
返
し
之
儀
御
吟
味
強
ク
御
座
候
得
者
、
品
々
�
已
後

御
養
子
願
難
成
御
方
様
茂
御
座
候
、
急
成
義
者
格
別
無
左
候
得
者
、
御
家
御

相
続
之
儀
者
重
キ
義
ニ
而
御
座
候
故
、
御
在
所
�
御
願
候
事
旁
以
難
成
筋
ニ

御
座
候
由

一
、
右
御
願
被
差
出
候
元
ハ
内
匠
頭
様
御
家
ニ
付
た
る
儀
ニ
候
得
者
、
御
同
人

様
御
在
所
ニ
被
成
御
座
候
而
者
御
願
難
被
出
筋
ニ
御
座
候
由

（
後
略
）

す
な
わ
ち
、
①
政
倚
か
ら
の
願
書
も
必
要
で
あ
る
。
②
継
政
も
政
倚
も
国
許
で

あ
る
の
で
、
一
族
を
も
っ
て
願
書
を
差
し
出
す
べ
き
で
あ
る
が
「
重
キ
御
願
」
で

あ
り
、
家
臣
を
国
許
か
ら
出
し
て
も
難
し
い
。
③
現
在
養
子
を
戻
す
こ
と
は
吟
味

が
厳
し
く
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
後
養
子
願
い
を
出
す
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い

る
方
が
い
る
。
④
政
倚
が
在
国
の
た
め
願
い
を
出
す
こ
と
が
難
し
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
運
動
は
う
ま
く
い
き
そ
う
に
も
な
い
、
と
い
う
結
論
で
あ
る
。

そ
の
後
、
一
一
月
二
五
日
に
再
度
有
賀
か
ら
七
郎
大
夫
の
も
と
へ
参
る
べ
き
手

（
�
）

紙
が
届
い
た
た
め
、
即
時
に
赴
い
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ
う
に
聞
か
さ
れ
た
。

池
田
内
匠
頭
様
御
養
子
采
女
様
御
儀
ニ
付
委
細
被
仰
聞
候
、（
中
略
）
此
節

大
炊
頭
様
・
内
匠
頭
様
・
丹
波
守
様
と
も
御
在
国
御
在
邑
ニ
而
被
成
御
座
御

願
候
得
者
、
過
急
な
る
儀
子
細
茂
御
座
候
様
ニ
何
れ
も
不
審
を
附
申
所
ニ
御

座
候
、
其
上
重
キ
御
儀
ニ
御
座
候
得
者
、
御
在
国
御
在
邑
ニ
而
此
御
願
被
仰

越
候
事
難
被
成
筋
ニ
御
座
候
、
然
時
者
来
年
月
次
之
御
出
仕
難
被
成
趣
被
仰

上
候
得
者
相
済
申
義
、
追
而
御
願
之
筋
御
座
候
時
之
御
基
等
も
可
罷
成
義
与

頃
日
御
挨
拶
申
候
得
共
、
大
炊
頭
様
思
召
寄
兎
角
内
匠
頭
様
御
家
御
相
続
之

所
第
一
ニ
御
座
候
由
、（
中
略
）
右
御
見
合
被
成
候
内
、
若
不
意
之
義
御
座

候
而
、
御
相
続
被
成
度
儀
茂
御
座
候
ハ
ヾ
、
其
節
御
相
続
之
御
妨
ニ
成
申
儀

無
御
座
候
御
病
気
与
御
座
候
而
茂
其
趣
急
度
不
被

仰
上
候
得
者
、
御
相
続

差
支
不
申
候
、
其
上
ニ
而
采
女
様
弥
御
病
気
ニ
而

御
公
辺
御
務
難
被
成
候

ハ
ヾ
、
又
其
上
者
如
何
様
と
も
御
了
簡
成
申
義
ニ
御
座
候
、
右
之
通
段
々
申

詰
候
得
者
、
先
来
々
春
迄
御
見
合
被
成
何
事
茂
御
沙
汰
不
被
成
方
宜
有
御
座

候
由
、
畢
竟
内
匠
頭
様
御
年
来
旁
以
御
相
続
之
所
危
キ
事
無
御
座
様
ニ
と
存

候
、
依
之
右
之
内
に
て
ハ
御
出
仕
之
御
願
御
延
引
ニ
而
御
不
念
之
方
ハ
軽
キ

儀
ニ
御
座
候
、
御
相
続
之
危
儀
重
キ
義
ニ
御
座
候
故
、
右
之
通
得
御
意
候
、

右
御
願
者
以
後
被
仰
上
候
と
て
も
両
御
願
ニ
而
御
座
候

継
政
も
政
倚
も
そ
し
て
生
坂
池
田
家
の
池
田
政
晴
も
江
戸
不
在
と
あ
っ
て
は
、

運
動
実
現
が
厳
し
く
、
そ
の
間
輝
言
の
出
仕
が
厳
し
け
れ
ば
、
そ
の
旨
を
幕
府
に

願
え
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。
継
政
は
鴨
方
池
田
家
の
相
続
を
第
一
に

考
え
て
い
た
が
、
有
賀
は
運
動
を
御
見
合
わ
せ
て
い
る
内
に
、
も
し
不
意
の
こ
と

で
政
倚
の
相
続
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
も
、
幕
府
へ
は
輝
言
の
病
を
詳
細
に
申
し
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上
げ
な
け
れ
ば
相
続
の
差
支
え
に
は
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
仮
に
輝
言

が
家
督
を
相
続
し
て
、
病
で
公
務
が
で
き
な
い
と
な
る
と
、
そ
れ
は
そ
の
時
に
考

え
を
巡
ら
せ
れ
ば
よ
い
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
あ
く
ま
で
も
政
倚

が
江
戸
に
下
る
来
々
年
の
春
ま
で
運
動
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
有
賀
の
主
張
で
は
あ
る
が
、
多
分
に
老
中
安
藤
の
考
え
が

反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
相
違
な
い
で
あ
ろ
う
。
輝
言
の
病
状
を
知
り
な
が
ら

も
、
そ
れ
を
公
に
し
な
け
れ
ば
問
題
に
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
政
倚
が
在
国
し
て
い

る
方
を
重
要
視
し
て
、
運
動
が
実
現
し
な
い
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
家
の
「
実

情
」
よ
り
も
幕
府
へ
の
運
動
の
「
形
式
」
を
優
先
す
る
姿
勢
が
み
て
と
れ
る
の
で

あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
岡
山
藩
の
働
き
か
け
は
一
旦
中
断
す
る
。
岡
山
藩
と
し
て

も
、
老
中
の
意
向
に
逆
ら
っ
て
ま
で
運
動
を
進
め
る
意
志
が
な
く
、
か
つ
鴨
方
池

田
家
の
存
続
に
つ
い
て
一
定
の
見
通
し
が
た
っ
た
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
運
動
が

再
開
す
る
の
は
二
年
後
の
享
保
一
〇
年
三
月
で
あ
り
、
政
倚
が
江
戸
に
下
る
の
に

あ
わ
せ
て
再
開
さ
れ
た
。
月
番
老
中
水
野
忠
之
に
対
し
、
旗
本
桑
山
一
慶
を
通
し

て
相
談
を
し
た
と
こ
ろ
、
御
願
書
を
差
し
出
す
よ
う
に
と
の
指
示
が
あ
っ
た
。
継

政
の
願
書
を
池
田
政
應
が
、
政
倚
か
ら
の
願
書
を
大
井
政
長
が
差
し
出
し
た
。
こ

の
際
、
水
野
よ
り
、
同
時
に
「
跡
養
子
」
を
願
い
出
る
よ
う
に
指
示
が
あ
っ
た
た

め
、
輝
言
の
代
わ
り
に
弟
の
軌
明
（
安
之
丞
）
を
養
子
に
迎
え
る
こ
と
と
し
て
、

（
�
）

認
め
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
政
倚
の
後
継
者
問
題
は
こ
れ
で
も
解
決
し
な
か
っ
た
。
軌
明
も
病

弱
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
四
月
、
軌
明
を
岡
山
藩
へ

引
き
取
る
運
動
が
始
め
ら
れ
る
。
こ
の
際
、「
内
匠
頭
様
御
願
被
成
、
其
段
被

聞
召
、
御
気
毒
成
儀
ニ
ハ
被

思
召
候
得
共
、
只
今
之
御
趣
ニ
而
ハ
、
左
様
ニ
茂

（
�
）

無
御
座
ハ
成
間
敷
旨
ニ
付
、
其
通
と
思
召
候
段

内
匠
頭
様
江
被
仰
懸
候
」
と
政

倚
か
ら
の
願
い
が
あ
り
、
継
政
が
認
め
る
形
で
話
が
進
ん
で
い
る
。
輝
言
を
引
き

取
っ
た
際
に
比
べ
、
詳
細
な
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
山
内
豊
清
へ
相
談
が
な
さ

れ
、
岡
山
藩
・
鴨
方
藩
と
も
に
願
書
を
月
番
老
中
の
本
多
忠
良
へ
一
門
の
池
田
政

（
�
）

相
が
差
し
出
し
て
い
る
。「
采
女
様
御
帰
之
節
之
一
件
御
留
帳
を
以
相
し
ら
べ
候
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
輝
言
の
際
の
一
連
の
流
れ
が
参
考
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
運
動
の
進
め
方
は
輝
言
の
場
合
と
大
き
く
変
わ
ら
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
。

軌
明
が
養
子
か
ら
外
れ
た
こ
と
で
、
政
倚
の
跡
継
ぎ
問
題
が
再
燃
し
た
。
こ
の

際
、
後
継
者
と
定
め
ら
れ
た
の
が
先
述
の
池
田
由
道
の
庶
子
で
あ
る
兵
部
（
政

方
）
で
あ
る
。
政
方
が
後
継
者
に
選
ば
れ
た
経
緯
を
示
す
史
料
は
確
認
で
き
な
か

っ
た
が
、
由
道
は
も
と
も
と
岡
山
藩
家
臣
天
城
池
田
家
の
出
身
で
あ
り
、
岡
山
藩

と
血
縁
関
係
が
比
較
的
近
い
こ
と
と
、
さ
ら
に
輝
言
を
引
き
取
る
際
に
由
道
が
運

動
に
加
わ
る
な
ど
、
岡
山
藩
と
懇
意
で
あ
っ
た
こ
と
が
決
め
手
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
政
方
は
翌
元
文
三
年
に
家
督
を
相
続
し
た
。

（
３
）
生
坂
池
田
家

政
倚
当
時
の
生
坂
池
田
家
の
当
主
輝
録
は
、
政
倚
に
と
っ
て
は
お
じ
に
あ
た

る
。
輝
録
に
は
嫡
男
輝
廉
が
い
た
が
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
に
、
家
督
相
続

を
す
る
前
に
亡
く
な
っ
た
。
輝
録
の
他
の
子
ど
も
は
早
世
し
て
お
り
、
養
子
を
探

す
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
選
ば
れ
た
の
が
、
軌
隆
の
長
男
で
あ
っ
た
政
晴
（
善

太
郎
）
で
あ
る
。
政
晴
は
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
に
誕
生
し
、
同
五
年
に
輝
録

の
養
子
と
な
っ
た
。
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
一
一
月
に
養
父
輝
録
が
亡
く
な
る

と
、
翌
年
二
月
に
正
式
に
家
督
を
相
続
し
た
。
し
か
し
ま
だ
一
一
歳
と
幼
少
で
、

政
晴
が
家
督
を
相
続
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
一
月
に
生
坂
池
田
家
の
関
係
者
に
対
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し
、
綱
政
か
ら
の
「
御
意
」
を
記
し
た
書
付
が
渡
さ
れ
た
。
同
じ
書
付
は
政
倚
に

（
�
）

も
渡
さ
れ
て
い
る
。

当
日
廿
日
、
於
御
後
園
、
髙
木
庄
右
衛
門
、
雀
部
次
郎
兵
衛
并
生
駒
治
右
衛

門
、
片
岡
清
右
衛
門
、
右
四
人
江
稲
川
佐
内
、
松
原
藤
介
、
御
意
之
趣
申
聞

（
中
略
）
此
書
付
、
於
江
戸
、
内
匠
頭
殿
江
も
入
御
披
見
事
（
中
略
）

善
太
郎
様
、
御
幼
稚
�
御
園
ニ
て
御
そ
た
ち
、
御
側
近
相
勤
候
者
共
も
、
御

公
儀
相
不
案
内
之
者
共
ニ
候
、
此
度
丹
波
守
様
御
名
跡
御
相
続
被
成
候
上

ハ
、
御
家
老
共
、
其
外
頭
立
候
者
共
、
能
々
相
心
得
、
御
成
長
被
遊
候
様
ニ

可
仕
候
、
少
将
様
之
御
孫
と
不
奉
存
、
丹
波
守
様
之
実
之
御
子
と
存
、
諸
事

御
格
式
、
御
勒
等
之
儀
、
丹
波
守
様
之
通
ニ
被
遊
候
様
ニ
と
被
思
召
候
、
何

と
し
て
も
、
少
将
様
之
御
孫
と
存
入
、

若
殿
様
、
豊
次
郎
様
之
御
様
子
ニ
准
申
様
ニ
可
有
之
哉
と
被
思
召
共
、
丹
波

守
様
御
存
生
ニ
被
成
御
座
候
得
ハ
、
何
角
思
召
寄
、
御
差
図
も
可
有
之
候
得

共
、
此
度
之
御
仕
合
ニ
候
得
ハ
、
右
之
御
趣
意
之
通
、
御
家
老
共
始
、
御
用

人
共
相
心
得
、
御
作
法
能
、
御
気
随
も
無
之
被
遊
、
御
成
長
候
様
ニ
と
奉

存
、
無
間
断
可
相
勤
旨
、
此
度
御
下
り
ニ
付
、
内
匠
頭
様
、
諸
事
無
御
遠
慮

御
差
図
被
遊
候
様
ニ
と
、
小
堀
彦
左
衛
門
可
申
上
旨
被
仰
付
、
右
之
趣
何
も

へ
可
申
聞
由
御
意
ニ
候

書
付
を
渡
さ
れ
た
雀
部
次
郎
兵
衛
は
、
当
時
岡
山
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
た
附
人
で

（
�
）

あ
る
。
お
そ
ら
く
ほ
か
の
三
人
も
生
坂
池
田
家
の
家
臣
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

善
太
郎
（
政
晴
）
は
幼
少
よ
り
後
楽
園
で
育
ち
、
側
近
た
ち
も
公
儀
に
つ
い
て

不
案
内
で
あ
る
。
少
将
（
綱
政
）
の
孫
と
は
考
え
ず
、
丹
波
守
（
輝
録
）
の
実
子

と
考
え
、
輝
録
の
時
代
通
り
に
諸
格
式
な
ど
を
行
う
こ
と
と
念
を
押
し
て
い
る
。

そ
し
て
家
老
共
を
は
じ
め
、
御
用
人
な
ど
も
心
得
、
作
法
よ
く
気
随
も
な
く
、
無

事
に
成
長
す
る
よ
う
に
諭
す
。

江
戸
に
い
る
政
倚
に
対
し
て
は
、
政
晴
に
遠
慮
な
く
指
図
す
る
よ
う
に
命
じ
て

い
る
。
池
田
一
門
で
政
晴
を
支
え
、
当
主
と
し
て
成
長
す
る
よ
う
に
目
指
し
て
い

る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

以
上
、
家
督
相
続
を
め
ぐ
る
本
家
と
分
家
の
動
き
を
概
観
し
た
。
岡
山
池
田
家

・
鴨
方
池
田
家
・
生
坂
池
田
家
そ
れ
ぞ
れ
に
問
題
を
有
し
て
い
た
。
岡
山
池
田
家

で
は
、
政
倚
は
一
時
期
後
継
者
と
も
目
さ
れ
、
綱
政
の
危
篤
・
死
去
の
際
に
は
岡

山
藩
の
家
臣
を
と
り
ま
と
め
、
藩
主
の
代
理
を
勤
め
た
。
継
政
が
家
督
を
相
続
す

る
と
、
補
佐
を
勤
め
た
。
生
坂
池
田
家
で
は
、
幼
少
の
政
晴
に
対
し
、
政
倚
が
意

見
を
述
べ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
岡
山
池
田
家
・
生
坂
池
田
家
と
も
に
当
主
が

若
く
、
政
倚
は
い
わ
ば
池
田
家
の
長
老
的
な
役
割
を
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

政
倚
自
身
も
後
継
者
に
は
悩
ま
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
積
極
的
に
介
入
し
た
の
が

本
家
で
あ
り
、
運
動
は
岡
山
池
田
家
主
体
で
進
め
ら
れ
た
。
本
家
は
自
ら
の
「
体

面
」
に
も
関
わ
る
と
考
え
て
い
た
。
幕
府
は
政
倚
自
身
の
主
体
性
も
求
め
て
お

り
、
結
局
岡
山
藩
側
も
、
幕
府
側
の
意
向
で
運
動
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本

家
と
幕
府
で
は
分
家
に
対
す
る
微
妙
な
認
識
の
相
違
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
政
倚
を
中
心
に
本
家
と
分
家
関
係
を
検
討
し
て
き
た
。
政
倚
は
平

時
で
も
非
常
時
で
も
、
ま
た
国
許
の
岡
山
で
も
江
戸
に
お
い
て
も
、
岡
山
藩
主
を
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支
え
、
藩
主
の
名
代
・
補
佐
を
勤
め
た
。
政
倚
は
分
家
大
名
と
い
う
よ
り
は
、
池

田
家
の
一
門
と
し
て
、
そ
し
て
岡
山
藩
社
会
の
一
員
と
し
て
岡
山
藩
主
を
支
え
て

い
た
。

こ
の
よ
う
な
姿
は
、
分
家
側
も
自
覚
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
政
倚
の
次
々
代

（
�
）

に
あ
た
る
池
田
政
香
に
は
『
止
仁
録
』
と
呼
ば
れ
る
言
行
録
が
あ
り
、
そ
の
な
か

（
政
香
）

で
、
自
ら
の
分
知
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
君
御
近

（
光
政
）

習
の
者
へ
宣
う
、
烈
公
之
御
意
に
、
上
様
は
日
本
國
中
の
人
民
を
天
よ
り
預
り
被

成
候
、
國
主
は
一
國
の
人
民
を
上
様
よ
り
預
り
奉
る
（
中
略
）
上
に
不
忠
民
に
不

仁
国
主
の
罪
死
に
も
入
ら
れ
す
と
の
御
趣
意
扨
々
尊
き
御
言
葉
な
り

我
等
不
肖

の
身
と
し
て
先
祖
よ
り
二
萬
五
千
石
を
領
し
て
国
民
を
安
ん
す
る
手
伝
を
す
る
な

れ
は
恭
敬
す
へ
き
事
な
り
」。
ま
た
、「
我
等
不
肖
に
し
て
二
萬
五
千
石
の
邑
を
先

祖
よ
り
受
継
て
預
り
た
る
は
分
に
過
た
る
事
也
。
然
者
烈
公
の
國
民
を
餓
し
て
は

罪
死
に
も
い
れ
ら
れ
す
と
宣
ふ
、
御
言
葉
を
少
し
の
間
も
忘
る
ま
し
き
事
な
り
。

か
く
御
分
知
を
被
成
た
る
も
治
國
の
助
け
を
さ
せ
し
め
ん
と
の
御
心
な
る
へ
し
」

と
述
べ
る
。
政
香
は
光
政
の
存
在
を
強
く
意
識
し
、
そ
の
言
動
か
ら
「
小
烈
公
」

と
ま
で
称
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
光
政
の
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、
岡
山

藩
か
ら
分
知
さ
れ
た
鴨
方
藩
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
、「
手
伝
」
も
し
く
は
「
助

け
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
の
が
注
目
で
き
る
。「
國
」
と
は
岡
山
藩
を
さ

し
、
そ
の
う
え
で
本
家
の
「
手
伝
」
と
、「
治
國
の
助
け
」
を
す
る
と
考
え
る
の

が
妥
当
だ
ろ
う
。
政
香
は
、
光
政
が
本
家
の
岡
山
池
田
家
を
助
け
る
た
め
に
分
知

を
行
い
、
ま
た
自
ら
も
そ
れ
に
応
え
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

逆
に
、
本
家
は
分
家
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
政
倚
の
後

継
者
問
題
で
は
、
岡
山
藩
が
積
極
的
に
関
与
し
た
。
こ
の
際
、
岡
山
藩
で
は
岡
山

藩
主
の
「
体
面
」
に
も
関
わ
る
こ
と
と
考
え
て
い
た
。
い
わ
ば
分
家
の
問
題
は
本

家
の
不
名
誉
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
分
家
の
名
誉
は
本
家
の
名
誉
に
つ

な
が
っ
た
。
そ
の
た
め
、
分
家
が
幕
府
の
諸
役
を
勤
め
る
際
に
は
本
家
も
積
極
的

（
�
）

に
援
助
に
あ
た
り
、
分
家
に
吉
事
が
あ
れ
ば
、
本
家
で
も
祝
儀
が
行
わ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
分
家
に
対
す
る
認
識
は
、
幕
府
と
本
家
で
は
、
少
し
異
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
政
倚
の
後
継
者
を
め
ぐ
っ
て
の
運
動
に
お
い
て
は
、
本
家
主
導
の
も

と
で
進
め
よ
う
と
す
る
岡
山
藩
側
と
、
分
家
で
あ
る
鴨
方
池
田
家
の
運
動
が
も
っ

と
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
幕
府
側
で
は
、
分
家
に
対
す
る
認
識
に
違
い
が
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
全
面
的
に
本
家
の
管
理
下
と
考
え
る
本
家
大
名
側
と
、
分
家
の

独
自
性
を
認
め
る
幕
府
側
の
認
識
の
違
い
で
あ
る
。
今
後
は
幕
府
が
ど
の
よ
う
に

分
家
大
名
に
接
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
で
本
家
・
分
家
関
係
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を

及
ぼ
し
た
の
か
を
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

註（
１
）
こ
こ
で
は
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
松
平
（
上
野
）
秀
治
「
大
名
分
家
の
基
礎

的
考
察
│
「
内
分
」
分
家
を
中
心
に
│
」（『
研
究
紀
要
（
徳
川
林
政
史
研
究

所
）』
昭
和
四
七
年
度
、
一
九
七
二
年
）、
田
中
誠
二
「
萩
藩
の
本
・
支
藩
関
係

を
め
ぐ
っ
て
」（『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
第
六
一
号
、
一
九
八
九
年
）、
倉
持
隆

「
宇
和
島
藩
主
伊
達
村
候
と
仙
台
藩
│
寛
延
二
年
本
家
・
末
家
論
争
を
中
心
に

│
」（『
地
方
史
研
究
』
第
二
八
九
号
、
二
〇
〇
一
年
）
を
あ
げ
て
お
く
。

（
２
）
拙
稿
「
岡
山
藩
池
田
家
に
お
け
る
分
家
大
名
へ
の
認
識
と
そ
の
活
動
」（『
岡
山

地
方
史
研
究
』
第
一
二
九
号
、
二
〇
一
三
年
）

（
３
）
野
口
朋
隆
『
江
戸
大
名
の
本
家
と
分
家
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）

（
４
）
野
口
朋
隆
『
近
世
分
家
大
名
論
│
佐
賀
藩
の
政
治
構
造
と
幕
藩
関
係
│
』（
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）

（
５
）
『
新
修
倉
敷
市
史
』（
三
）（
倉
敷
市
、
二
〇
〇
〇
年
）
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（
６
）
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
「
池
田
家
文
庫
」
所
収
『
日
次
記
』
元
禄
九
年
正

月
〜
正
徳
四
年
一
〇
月

Ｃ
一
〇
│
一
八
〇
〜
Ｃ
一
〇
│
三
一
四
。『
日
並
記
書

抜
』（
二
）〜（
四
）
Ｃ
一
〇
│
八
八
五
〜
Ｃ
一
〇
│
八
八
七
。
本
稿
で
は
、
神
原

邦
男
『
岡
山
藩
主
池
田
綱
政
の
日
記
』
第
一
期
全
一
三
巻
（
二
〇
〇
八
〜
二
〇

一
四
）
を
参
照
し
た
。

（
７
）
『
日
並
記
書
抜
』（
三
）
元
禄
一
七
年
一
月
一
日

（
８
）
深
井
雅
海
『
図
解

江
戸
城
を
よ
む
』（
原
書
房
、
一
九
九
七
年
）

（
９
）
『
日
次
記
』
宝
永
四
年
一
月
一
日

（
１０
）
近
藤
萌
美
「
江
戸
前
期
岡
山
藩
主
の
先
祖
祭
祀
と
そ
の
思
想
背
景
」（『
岡
山
県

立
記
録
資
料
館
紀
要
』
第
九
号
、
二
〇
一
四
年
）
近
藤
氏
に
よ
る
と
、
綱
政
期

に
は
綱
政
と
鴨
方
池
田
家
の
池
田
政
言
が
祭
祀
の
担
い
手
で
あ
る
と
す
る
。
た

だ
し
、
政
言
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
は
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
な

い
。

（
１１
）
『
日
次
記
』
元
禄
一
五
年
三
月
三
日

同
じ
よ
う
な
事
例
は
、
綱
政
が
寺
を
訪
れ

る
際
に
も
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
九
月
二
一
日
に

綱
政
が
曹
源
寺
へ
参
拝
す
る
際
に
は
、
先
に
同
寺
に
詰
め
て
「
御
迎
」
と
し
て

山
門
で
待
機
す
る
姿
が
み
ら
れ
る
（『
日
次
記
』
宝
永
二
年
九
月
二
一
日
）。
ま

た
、
寺
社
参
詣
で
は
な
い
が
、
宝
永
四
年
五
月
、
綱
政
が
岡
山
に
帰
国
し
た
折

に
は
、
摂
津
兵
庫
か
ら
乗
船
し
、
領
内
の
牛
窓
で
下
船
し
た
際
に
、
政
倚
が
綱

政
の
庶
子
軌
隆
と
と
も
に
川
口
ま
で
出
迎
え
て
い
る
。
そ
こ
で
対
面
を
果
た
し

た
の
ち
、
先
に
岡
山
へ
戻
り
、
綱
政
が
岡
山
城
に
到
着
後
に
挨
拶
を
行
っ
て
い

る
。

（
１２
）
『
日
次
記
』
宝
永
六
年
八
月
一
日

（
１３
）
『
日
次
記
』
宝
永
四
年
八
月
二
七
日

（
１４
）
『
日
次
記
』
宝
永
六
年
八
月
一
八
日

（
１５
）
倉
地
克
直
「
東
照
宮
祭
礼
に
つ
い
て
」（『
近
世
の
民
衆
と
支
配
思
想
』
柏
書
房
、

一
九
九
六
年
）

（
１６
）
『
日
次
記
』
宝
永
四
年
九
月
一
七
日

（
１７
）
『
日
並
記
書
抜
』（
三
）
元
禄
一
三
年
一
〇
月
二
八
日

（
１８
）
『
日
並
記
書
抜
』（
三
）
元
禄
一
三
年
一
二
月
四
日

（
１９
）
『
日
次
記
』
宝
永
四
年
四
月
七
日

（
２０
）
『
日
次
記
』
宝
永
四
年
四
月
一
二
日

（
２１
）
『
日
次
記
』
元
禄
一
五
年
四
月
二
六
日

（
２２
）
『
日
次
記
』
元
禄
一
五
年
六
月
二
五
日

（
２３
）
大
森
映
子
「
大
名
家
に
お
け
る
後
継
者
決
定
過
程
│
池
田
綱
政
の
後
嗣
を
め
ぐ

っ
て
│
」（『
湘
南
国
際
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
七
号
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
２４
）
『
日
次
記
』
正
徳
五
年
正
月
二
〇
日
《
Ｃ
一
〇
│
三
一
五
／
マ
イ
ク
ロ
Ｔ
Ｃ
Ｊ
│

〇
二
七
》
に
一
連
の
件
に
つ
い
て
の
「
覚
」
が
は
さ
ま
れ
て
い
た
。

（
２５
）
大
森
氏
前
掲
論
文

（
２６
）
『
池
田
家
履
歴
略
記
』
上
巻

本
稿
で
は
、
日
本
文
教
出
版
刊
行
の
資
料
を
活
用

し
た
。（
日
本
文
教
出
版
、
一
九
六
三
年
）
Ｐ
六
四
七

正
徳
四
年

（
２７
）
「
池
田
家
文
庫
」
所
収
『
曹
源
寺
様
御
病
中
午
十
月
朔
日
よ
り
同
十
一
月
二
十
一

日
迄
留
書
』《
Ｃ
一
三
│
五
八
六
／
Ｙ
Ｃ
Ｅ
│
〇
〇
二
》

（
２８
）
『
曹
源
寺
様
御
病
中
午
十
月
朔
日
よ
り
同
十
一
月
二
十
一
日
迄
留
書
』

（
２９
）
『
曹
源
寺
様
御
病
中
午
十
月
朔
日
よ
り
同
十
一
月
二
十
一
日
迄
留
書
』

（
３０
）
「
池
田
家
文
庫
」
所
収
『
御
家
督
被
仰
出
候
ニ
付
諸
事
留
帳
』
Ｃ
三
│
三
四

（
３１
）
「
池
田
家
文
庫
」
所
収
『
日
次
記
』
正
徳
五
年
四
月
、
Ｃ
一
〇
│
三
一
八

（
３２
）
『
池
田
家
履
歴
略
記
』
上
巻

Ｐ
六
六
九

享
保
二
年

（
３３
）
「
池
田
家
文
庫
」
所
収
『
采
女
様
江
戸
よ
り
御
帰
多
宮
様
江
戸
之
御
下
向
諸
事
御

留
』
Ｃ
七
│
七
一
四

本
史
料
で
は
表
紙
に
「
享
保
九
辰
同
十
巳
」
と
記
さ
れ

る
が
、
実
際
に
は
享
保
八
年
と
同
一
〇
年
の
記
述
が
あ
る
。

（
３４
）
『
采
女
様
江
戸
よ
り
御
帰
多
宮
様
江
戸
之
御
下
向
諸
事
御
留
』

（
３５
）
『
采
女
様
江
戸
よ
り
御
帰
多
宮
様
江
戸
之
御
下
向
諸
事
御
留
』

（
３６
）
『
采
女
様
江
戸
よ
り
御
帰
多
宮
様
江
戸
之
御
下
向
諸
事
御
留
』

（
３７
）
『
采
女
様
江
戸
よ
り
御
帰
多
宮
様
江
戸
之
御
下
向
諸
事
御
留
』

（
３８
）
『
采
女
様
江
戸
よ
り
御
帰
多
宮
様
江
戸
之
御
下
向
諸
事
御
留
』

（
３９
）
『
采
女
様
江
戸
よ
り
御
帰
多
宮
様
江
戸
之
御
下
向
諸
事
御
留
』

（
４０
）
『
采
女
様
江
戸
よ
り
御
帰
多
宮
様
江
戸
之
御
下
向
諸
事
御
留
』

（
４１
）
『
采
女
様
江
戸
よ
り
御
帰
多
宮
様
江
戸
之
御
下
向
諸
事
御
留
』

（
４２
）
『
采
女
様
江
戸
よ
り
御
帰
多
宮
様
江
戸
之
御
下
向
諸
事
御
留
』
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（
４３
）
『
采
女
様
江
戸
よ
り
御
帰
多
宮
様
江
戸
之
御
下
向
諸
事
御
留
』

（
４４
）
『
采
女
様
江
戸
よ
り
御
帰
多
宮
様
江
戸
之
御
下
向
諸
事
御
留
』

（
４５
）
『
采
女
様
江
戸
よ
り
御
帰
多
宮
様
江
戸
之
御
下
向
諸
事
御
留
』

（
４６
）
「
池
田
家
文
庫
」
所
収
『
多
宮
殿
江
戸
よ
り
御
帰
一
件
』
Ｃ
七
│
七
一
五

（
４７
）
『
多
宮
殿
江
戸
よ
り
御
帰
一
件
』

（
４８
）
『
日
次
記
』
正
徳
四
年
一
月
二
二
日

（
４９
）
『
新
修
倉
敷
市
史
』（
三
）

（
５０
）
石
坂
善
次
郎
編
『
池
田
光
政
公
傳
』
下
巻
（
一
九
三
二
年
）

（
５１
）
室
山
京
子
「
近
世
岡
山
藩
に
お
け
る
本
家
分
家
関
係
│
生
坂
分
家
に
対
す
る
財

政
的
援
助
の
実
態
│
」（『
倉
敷
の
歴
史
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
一
年
）

（
神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
）
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